
令和５年度　県立高校における校則の見直し状況について

学校名
変更前 変更箇所 変更前 変更箇所 変更前 変更箇所

城東高校

・冬期は男女とも指定の冬服を着用
・夏期は男女とも指定の夏服を着用
・体育時の服装は男女とも指定の体操服を着用

・冬期は男女とも指定の冬服を着用
・夏期は男女とも指定の夏服を着用
・体育時の服装は男女とも指定の体操服を着用

・通学靴は指定の黒色・革製のコインローファー・金具
なし
・体育時は所定の体育館シューズ着用
・屋外の体育時はグラウンドシューズ使用（規定なし）
・女子は所定のグレーのハイソックス（冬期）または紺
色のソックス（通年）
・冬期にストッキング（タイツ）を履く場合は、黒または
ベージュ（ベージュの場合は、所定のソックスを上に履
く）
・黒ストッキング（タイツ）の上に履いてもよい靴下（冬
期）は、黒色の短い無地
・式典や公式行事の際は、冬期のみグレーのハイ
ソックスまたは黒ストッキング（タイツ）
・男子は白・黒・紺・グレー系の華美でないソックス

　

・女子はスカートの場合は着用タイプの制服における
靴下は、式典や公式行事においては所定のグレーの
ハイソックス（冬期）または紺の靴下（夏期）
・通常時はスラックス着用タイプの規定に準ずるもの
で可
・式典や公式行事の時にストッキング（タイツ）を着用
する場合は、黒
・ストッキング（タイツ）の上に履いてもよい靴下は黒
の無地
・男子はスラックスの場合は着用タイプの制服におけ
る靴下は、白、黒、紺、グレー系の華美でない靴下
（新年度より実施予定）

・生徒らしく清潔簡素
・パーマ・カール・染髪・脱色は禁止

・生徒らしく清潔簡素

城南高校

・防寒着は高校生らしい華美でないもの
・休日の登校は制服とする。顧問の許可があれ
ば城南高校と分かるチームジャージや体操服で
も可

・休日の登下校及び平日の下校時は制服又は
城南高校生と分かるチームジャージや体操服と
する。顧問の許可があれば城南高校と分かる
チームジャージや体操服でも可

・靴は黒の革靴
・靴下は黒の無地、ツーポイントまで可
・ストッキングはベージュか黒

・靴は黒の革靴を標準
　白、黒、グレー基調のスニーカーも可

・城南高校の生徒として品位を保ち、端正清潔
・パーマ・染髪・脱色・エクステーション等は禁止

（生徒からの要望なし）

城北高校

・女子でスラックス希望する場合は学校に相談
・男子のベルトは指定する黒色
・コートやマフラー、手袋は華美でないもの（室内
での着用不可）
・登下校は制服を着用（休日・長期休業中の部活
動の登下校は、部で統一したユニフォームや運動
着も可）

・女子でスラックス希望する場合は学校に相談
・男子のベルトは指定する黒色
・ジャケット着用について　気候・体調によって配
慮するが、式典等は必ずジャケットを着用

・通学靴は指定の黒のローファー
・体育時は所定の体育館シューズ着用
・屋外の体育時はグラウンドシューズ使用（規定なし）
・靴下は黒または紺色無地のレギュラーソックスまた
はハイソックス（スニーカーソックスは不可）

・ストッキング（タイツ）は黒またはベージュ

・適宜申し出によりスニーカーを許可

・靴下は黒または紺色無地のレギュラーソックスまた
はハイソックス（スニーカーソックスは不可）
・ワンポイントは許可

・清潔簡素
・パーマ・染髪・脱色は禁止

（生徒からの要望なし）

城ノ内
中等教育
(後期課程)

【女子制服】
・女子はスカート・スラックスにかかわらずリボン
を装着

【女子制服】
・スラックスの場合、リボン又はネクタイを装着

・ローカットの華美でない運動靴またはローファー（黒・
茶）
・靴下は白・黒・紺（ワンポイントは可）
・タイツは黒またはベージュ（模様柄は不可）

（生徒からの要望なし）

・清楚で品性のある頭髪
・パーマ・染髪は禁止
・髪飾りや大きすぎる髪留めは不可

（生徒からの要望なし）

徳島北高校

・コート、ジャンパー、マフラー、手袋等の防寒具
は、通学時のみ使用するものとし、安全なものを
使用

・移行期間の設定を柔軟に行う。
・学校行事等で学校が認める日は、体操服で登
下校してもよい。また、休日等に部活動のために
登校する際は、体操服又は部で定めたチーム
ジャージでの登下校を許可
・現在のブレザーの上に防寒着を着づらいという
生徒の声を受けて、生徒会を中心にブレザーの
素材の見直しを実施中

・靴は、規程なし
・靴下は、式展時以外規程なし
・上履きはスリッパ ・生徒からの提案により、災害時対応のため、平成6

年度から上履きを「シューズ型」に変更

・品位のある清楚なもの
・パーマ・カール・染髪・脱色は禁止

（協議の結果変更なし）

城西高校

・登下校時は学校指定の制服着用（女子はスラッ
クスも可）
・防寒着は登下校時のみ着用

(生徒からの要望なし）

・体育館シューズ、実習靴、スリッパは学校指定のも
の
・靴下は華美でない無地（ワンポイント可）
・賞状授与式、卒業式は、黒または紺の靴下
・女子のストッキングは黒またはベージュ系の無地
・ルーズソックスは禁止
・靴は華美でないもの（スリッパ、サンダルは禁止）

(生徒からの要望なし）

・端正、清潔な髪型
・パーマ・染髪・脱色・エクステンション等は禁止
・極端な刈り上げ等奇抜な髪型の禁止
・矯正パーマ・ヘアアイロンの指導
・染髪したように見える場合は、入学時に保護
者から頭髪に関する届出

・ツーブロックを容認(奇抜な髪型に該当しない）

・「頭髪に関する届」（地毛証明書）の廃止

制服等 靴・靴下 髪型



城西高校
神山分校

・登下校時は学校指定の制服着用
・防寒着は華美でない高校生らしいもの
・セーター類は学校指定のものを着用（冬季の
み）

・防寒着は華美でない高校生らしいもの
・学校指定以外の着用を認めてほしいとの要望
→否認（冬季以外も着用を容認）

・靴、靴下は華美でないもの
・スリッパ、サンダル型、ブーツ型は禁止
・上履きは学校指定 ・冬季用の上履きの要望→変更予定

・清潔簡素な髪型
・パーマ・染髪・脱色は禁止
・実習等で安全や衛生に配慮した髪型
　男子　前：眉毛まで　横：耳が２／３以上出る
　女子　前：眉毛まで　横：肩より長い場合華美
でないゴムで結ぶ

・実習等で安全や衛生に配慮した髪型
　男子　前：眉毛まで　横：耳が２／３以上出る
　女子　前：眉毛まで　横：肩より長い場合華美で
ないゴムで結ぶ

科学技術高校

・登下校時は学校指定の制服着用
・防寒着は登下校時のみ着用
・防寒着は華美でないものとし、制服の外に着用

(生徒からの要望なし）

・靴の色は白、黒、茶系で高さはくるぶし程度
・ブーツ、サンダル、スリッパ等は禁止
・靴下は白・黒・紺・茶・グレー系統の無地
・女子のストッキングは黒またはベージュ系の無地

(生徒からの要望なし）

・簡素・清潔な髪型
・パーマ、ツーブロック、極端なフェードカット、ラ
イン、アシンメトリー、染色、脱色、エクステン
ション、華美なヘアアクセサリー等は禁止

・パーマ、ツーブロック、極端なフェードカット、ラ
イン、アシンメトリー、染色、脱色、エクステンショ
ン、華美なヘアアクセサリー等は禁止

徳島商業高校

・合服期間はベストスタイル
・セーターはグレーもしくは黒の無地でＶネック
・ジェンダーレススラックスの着用可
・登下校時は学校指定の制服着用
・防寒着は華美でないものとし、上着の上に着用
（革及びそれに類するもの、ジーンズ生地やニッ
ト、スウエットパーカーは禁止

・学校指定のセーターでの登下校の容認
・女子制服の合服期間の廃止
・雨天時の登下校でカッパを着用する場合の、体
操服の着用を容認

・靴の色は黒、茶色のローファー型の革靴、類するも
の
・校内用上履きは学校指定のスリッパ
・靴下は白・黒・紺の華美でないもの
・タイツは黒またはベージュ系の無地
・儀式の際は黒色

(靴についてスニーカーの要望→本校のめざす生徒
像を鑑み継続審議）

・パーマ、カール、染髪、脱色の禁止
・ツーブロック、お団子ヘアの禁止
・先天的なくせ毛は、保護者から申出
・ヘアゴムは華美でないもの

・ツーブロック、お団子ヘアの禁止
・先天的なくせ毛は、保護者から申出

小松島高校

・登下校時は学校指定の制服着用
・女子のアンダーシャツは華美でないものでセー
ラー服のVゾーンから見えないもの。（ハイネック、
カッターシャツ禁止）
・防寒着は華美でないものを登下校時に着用可

（行事・部活動後の体操服等での帰宅要望→制
服で帰宅することが松高生としてふさわしいため
現状維持）
・女子のアンダーシャツは華美でないものでセー
ラー服のVゾーンから見えないもの。（ハイネッ
ク、カッターシャツ禁止）
・（教室での防寒着着用要望→教室内は暖房で
対応、体調等に合わせて異装を許可するため現
状維持）

・靴はスリッパ等は禁止
・靴下は白・黒・紺（無地でワンポイント可） ・靴下は白・黒・紺（無地でワンポイント可）華美でな

いもの

・脱色、染色、パーマ、付け毛等は禁止
・髪が傷みやすい人はドライヤーやヘアアイロン
を控え、変色がひどい場合は元の髪色に戻して
もらう場合がある。
・髪留め等は華美でないもの

（頭髪の自由化の要望→松高生としてふさわし
い頭髪が必要なため現状維持）

小松島西高校

・登下校時は学校指定の制服着用 ・冬季に限り体操服や部活動指定の服装での登
下校を許可

・靴下は白・黒・紺を基調とした華美でないもの
・ツーポイントライン入りは不可

・ツーポイントライン入りは不可（式典等以外は可） ・パーマ、カール、染色、脱色の禁止
・髪留めは華美でないもの
・頭髪の刈り上げは不可

・高校生としてふさわしい髪型を基本とし、奇抜な
髪型は禁止

小松島西勝浦校

・登下校時は学校指定の制服着用
・防寒着は華美でないもの

・制服の移行期間については、その時の気候状
況により弾力的に設定

・靴は華美でないもの
・革靴の場合は黒または茶色
・体育時は学校指定の靴
・靴下・ストッキングは華美でないもの (生徒からの要望なし）

・高校生としてふさわしい髪型
・パーマ、染色、脱色の禁止

(生徒からの要望なし）

富岡東高校

・登下校時は学校指定の制服着用
・防寒着は無地を基調とする華美でないもの
・ベルトは黒・茶の単色
・冬期にセーター着用可とし、黒・紺で無地、深い
Vネックとする。

・登下校時は原則学校指定の制服とするが、以
下の例外を認める。
　早朝練習を実施する際、部のジャージ登校可
　体操服や部のジャージで下校可
・冬期にセーター着用可とし、黒・紺で無地、深い
Vネックとする。なお、セーター着用時は、ベストを
着用しなくてもよい。
・次年度より学校指定セーターを導入

・靴は華美でないもの（地色に対して模様・ライン・ひも
が派手なもの、ヒールの高いもの、ブーツは禁止）
・上履き、体育館内は学校指定の靴・シューズ
・靴下は無地を基調とする華美でないもので、黒・紺・
白
・小さなワンポイント・くるぶしソックス
・ニーソックス、編み柄のあるものは禁止
・式典時は無地で黒

・靴は華美でないもの（地色に対して模様・ライン・ひ
もが派手なもの、ヒールの高いもの、ブーツは禁止）
・くるぶしソックスは可（通常の授業日）

・パーマ、染色、エクステ等は禁止
・ヘアピン、ヘアゴムは目立たないもの
・奇抜な髪型、ツーブロック、おだんごは禁止
・シュシュやリボンの使用禁止

・ヘアピン、ヘアゴムは目立たないもの華美でな
いもの
・奇抜な髪型、ツーブロック、おだんごは禁止奇
抜な髪型と判断した場合、改善を求める

富岡東羽ノ浦校

・防寒着は無地を基調とする華美でないもの
・特に寒いときにはカーディガン等（黒または紺色
の無地）の着用を認める。ただし、制服からはみ
出ないように着こなす。また、ベストの代用として
カーディガン等の着用を認めない。

・防寒着は、社会通念上ジャケットの上に羽織る
保温性の高いコート類を基本とする。(生徒から
分かりにくいという指摘があり、令和４年１２月に
申し合わせ事項として周知したものを規定として
令和６年４月付けで改定)
・特に寒いときには学校指定セーターの着用を認
める。令和５年度以前の入学生については、学
校指定ではないセーター等（黒または紺色の無
地）の着用を認める。ただし、制服からはみ出な
いように着こなす。また、ベストの代用としてセー
ター等の着用を認めない。(生徒の要望による本
校の学校指定セーター導入に合わせて羽ノ浦校
も令和６年４月付けで改定)

・靴は華美でないもの
・上履き、体育館内は学校指定の靴
・靴下は無地を基調とする華美でないもので、黒・紺・
白

(生徒からの要望なし）

・脱色、染色、パーマは禁止
・ヘアピン、ヘアゴムは目立たないもの
・髪をまとめる場合、黒・紺・茶のもの

（生徒からの要望なし(病院実習との兼ね合いも
あり、特に話題にならなかった)）



富岡西高校

・防寒着は華美でないもの

（生徒からの要望なし）

・上履きは学校指定の靴
・靴下は無地の黒・濃紺・白（ワンポイント可） ・靴下は黒・紺・白を基調としたシンプルなデザイン

・頭髪は清潔・簡素
・染髪、パーマは禁止
・保護者から担任への口頭での地毛申出

・清潔感があり奇抜なデザインでないもの
・保護者から担任への口頭での地毛申出
  (削除)

阿南光高校

・防寒着は室内及び授業中の使用は不可
・ブレザーの上に着用するオーバー、コート、ジャ
ンパー等の防寒着は華美でないもの
・ブレザー未着用時の防寒着使用は禁止

（生徒からの要望なし）

・靴はローファーまたは運動靴、華美なものはさける
・靴下は華美でないもの

（生徒からの要望なし）

・高校生らしく清潔感のある髪型
・男女ともパーマ、カール、染色、脱色、エクステ
等の装飾は禁止

・高校生らしく清潔感のある髪型

那賀高校

・登下校時は防寒着の着用可、校舎内の着用は
原則不可、色は華美でないもの

（生徒からの要望なし）

・靴下は白、黒、紺、灰の無地、卒業式は黒
・ストッキングは黒、紺、ベージュ

（生徒からの要望なし）

・頭髪は清潔かつ簡素であること（定期的に頭
髪・服装検査の実施）

（協議の結果、変更なし）

海部高校

・学校指定ベストは通年着用可、冬期は、防寒用
として、ブレザーの下にグレー、紺、黒の無地、ま
たはワンポイントVネックのベスト、セーター、カー
ディガン着用可
・登下校時は制服を着用

・新規に学校指定のＶネックセーター（R6年度秋
に導入予定）
（インナーシャツの色指定をなくす、夏季の制服
以外の登下校の許可要望→継続協議）

・上履きは指定したもの、通学靴はローファー又は紺
靴（黒）を推奨
・白、紺、黒、グレー、ワンポイントのソックス（くるぶし
ソックス不可）
・黒（色の濃いもの）のタイツは可、ニー・ハイは禁止
・オーバーコート、帽子、手袋、マフラーは白、黒、紺、
茶、グレー、ベージュ系統、原則無地、華美でないもの

・上履き（スリッパ→室内用シューズR6年度から導
入）は指定したもの、通学靴はローファー又は紺靴
（黒）を推奨
・白、紺、黒、グレー、ワンポイントのソックス（ワンポ
イントの表記は取ることを検討中）（くるぶしソックス不
可）

・染色、脱色、パーマ、エクステ、サイドの極端
な刈り上げなど奇抜な髪型は禁止

・染色、脱色、パーマ、エクステは禁止。ツーブ
ロックは許可するが、サイドの極端な刈り上げな
ど奇抜な髪型は禁止

鳴門高校

・ネクタイ、リボンは学校オリジナルを着用、Vネッ
クセーター、ベストは学校指定を着用（任意購入）

(生徒からの要望なし）

・通学靴は奇抜なもの、華美なものは避け、スリッパ、
サ+D23ンダル禁止
・体育館シューズは別に定めたものを使用
・男女ともソックスの色は、白、黒、紺、茶系統とし、ス
トッキングは、ベージュ又は黒色
・レッグウォーマーやスカート下へのスラックス、ジャー
ジ等の着用禁止

・男女ともソックスの色は、白、黒、紺、グレー、茶系
統とし、ストッキングは、ベージュ又は黒色

・男女とも染髪、脱色、パーマ類、奇異な髪型を
しないこと
・くせ毛等の生徒は、保護者を通じ、申し出る

(生徒からの要望なし）

鳴門渦潮高校

・入学式、卒業式、校外行事、その他指定した行
事では必ずネクタイ、リボンを着用
・防寒着は無地で華美でないものとし着用は登下
校時のみ

・入学式、卒業式、校外行事、その他指定した行
事では必ずネクタイ、リボンを着用
・儀式の服装は冬服・夏服の正式な期間の服装
・防寒着は無地で華美でないものとし着用は登
下校時のみ

・白、黒、茶系統の華美でない短靴、スリッパ、サンダ
ルは禁止
・ソックスは白、紺、グレー系統の無地、ストッキング
は黒またはベージュ

・白、黒、茶系統の華美でない短靴もの、スリッパ、サ
ンダルは禁止
・ソックスは白、紺、グレー系統の無地、ストッキング
は黒またはベージュ

・頭髪は清潔感のあるものとし、脱色、染色、
パーマ等は禁止

(生徒からの要望なし）

板野高校

・コート、ジャンパー類は登下校時のみ着用可

（生徒からの要望なし）

・靴下は華美でないもの（式典時は黒および紺）
・靴は華美でないもの（サンダル、スリッパ不可）

(生徒からの要望なし）

・頭髪は高校生らしく清潔で気品のあるもの（茶
髪、ツーブロック、パーマ、カール、染髪、脱色、
エクステ等は不可）

・頭髪は高校生らしく清潔で気品のあるもの（茶
髪、ツーブロック、パーマ、カール、染髪、脱色、
エクステ等は不可）

名西高校

・移行期間を除いては、男女とも制服通学、所定
のセーターのみの通学は認められない
・女子の学校指定セーターに関しては、①夏服の
上から②冬服のブレザーの代わりとして着用を
認める
・防寒具は華美でないもの、校舎内着用は認めな
い

・男女とも制服で通学するものとし、通学は制服
とし、移行期間を含む5/1～10/31は、学校指定
セーターでの登下校も許可
・女子の学校指定セーターに関しては、①夏服の
上から、②冬服のブレザー、詰襟学生服の代わ
りとして着用を許可

・通学靴は華美でないものとし、下足箱に入るサイズ
・靴下は白、黒、紺、グレーとし単色無地 ・靴下は白、黒、紺、グレーとし単色無地

（小さいワンポイント、細いワンラインは可）

・頭髪は清潔に調髪し、パーマ、染色、エクステ
等は禁止

（生徒からの要望なし）

吉野川高校

・防寒着は登下校のみの着用とし、華美なものを
避け、高校生としてふさわしいもの

・防寒着は登下校のみの着用とし、華美なものを
避け、高校生としてふさわしいもの着用

・登下校に使用する履き物は靴とする
・靴下は白色、黒色、紺色、またはグレーの無地、ス
トッキングは黒またはベージュに限る

・冬季に限り体操服や部活動指定の服装での登下校
を許可

・頭髪は常に高校生らしく、簡素、清潔な髪型と
し、パーマ、染髪、脱色、エクステンション等は
禁止
・ヒゲ、ライン、眉ソリ等は禁止

・頭髪は常に高校生らしく、簡素、清潔な髪型と
し、パーマ、染髪、脱色、エクステンション等は禁
止
・ヒゲ、ライン、眉ソリ等は禁止

川島高校

・防寒着は、ベージュ、黒、紺、灰色等の華美でな
いものとして校舎内での着用不可
・防寒具、手袋、マフラーは登下校時のみ着用可

（生徒からの要望なし）

・華美でない革靴、または運動靴等を原則とし、ハイ
ヒール、ブーツ、スリッパ、サンダル等は不可
・靴下は白、黒、紺、灰色でワンポイントのみとし、飾
りがあるもの、くるぶしが出ている極端に短いものは
不可
・ストッキングは黒色、またはベージュ色とし、式典時
はベージュ色のみ可

・靴下は白、黒、紺、茶、灰色でワンポイントのみと
し、飾りがあるもの、くるぶしが出ている極端に短いも
のは不可

・高校生らしい清潔、簡素な髪型とし、奇抜な髪
型、パーマネント、染色、脱色等の禁止

（生徒からの要望なし）



阿波高校

・服装は端正、清潔にし、登下校時は常に制服を
着用、部活動参加時はジャージ等の着用可
・男女とも所定のリベット、バッジ（校章）を正しく
着用
・男子冬服は詰襟学生服、校章入り金ボタン、左
襟校章入りバッジ、黒無地学生ズボンを着用
・女子冬服は濃紺色のセーラー服に茶の３本ライ
ン入り、リボンは化繊織物茶色のバイヤス、左胸
に校章入りバッジ、スカートひだは２４～２８の車
ひだ
・指定のカーディガンは着用可
・室内においては防寒具、マフラー等の着用は禁
止

・男女とも所定のリベット、バッジ（校章）を正しく
着用
・男子冬服はスラックスタイプは詰襟学生服、校
章入り金ボタン、左襟校章入りバッジ、黒無地学
生ズボンを着用
・女子冬服はスカートタイプは濃紺色のセーラー
服に茶の３本ライン入り、リボンは化繊織物茶色
のバイヤス、左胸に校章入りバッジ、スカートひ
だは２４～２８の車ひだ
・生徒校則検討委員会より、盛夏のジャンパース
カート着用等の不合理性を根拠とし、制服を標準
服とする要望が出された。これを受け、次のよう
に変更する。
→制服を基本としつつ、季節や状況に応じて服
装選択制をとる。

・靴は華美でないもの、ソックスは儀式のときは白又は
黒の単色、ストッキングは肌色又は黒の無地

（生徒からの要望なし）

・高校生らしく清潔で気品のあるもの
・パーマ、染色、脱色、エクステンションは不可

（生徒からの要望なし）

阿波西高校

・カーディガン着用は学校からの許可が出てから
とし、色は黒と紺のみ
・シャツはズボン、スカートの中に必ず入れること
・冬服着用時は教室以外では上着を着用 (生徒からの要望なし）

・学生らしい靴を着用
・靴下は白、紺、黒、灰色の無地とし（ワンポイント
可）、ストッキングの色はベージュ、黒色のみ

・華美・奇抜でない靴を着用 ・高校生らしく清潔で気品ある髪型とし整髪
・パーマネント、カール、染色、脱色及び奇異な
形の髪型は不可（エクステ等）
・女子のリボン、髪どめ等は華美でないもの

・高校生らしく清潔で気品ある髪型とし整髪
・パーマネント、カール、染色、脱色及び奇異な
形の奇抜・不自然な髪型は不可（エクステ等）
・女子のリボン、髪どめ等は華美でないもの

穴吹高校

・登校の際は、制服を着用
・防寒着の着用は可。革の防寒着は使用しない ・学校行事等で学校が認める日は、体操服で登

下校してもよい。また、休日等に部活動のために
登校する際は、体操服又は部で定めたチーム
ジャージで登下校してもよい。
・登校時の防寒具の着用は可

・上履き及び体育館シューズは、学校指定のもの
・ソックスは、白、黒、紺、グレー
・ソックスは無地のもの。くるぶし部分に「企業デザイ
ン（ワンポイント）」または「ロゴ」が１カ所あるいは２カ
所。ロゴの色は白・黒・紺・グレー
・儀式は、白・黒・紺のソックス。くるぶしソックスは認め
ない

・くるぶし部分に小さい「企業デザイン」または「ロゴ」
が１カ所あるいは２カ所あるものに限り認める。

・就職試験及び大学入試などを想定したもの
・パーマ・脱色・染色は禁止

（生徒からの要望なし）

脇町高校

【男子の服装】
・夏服は、本校指定の白無地の半袖開襟シャツ又
はカッターシャツ
【女子の服装】

・コート、ジャンパー、マフラー等は登下校のみ

【男子の服装Type1】
・夏服は、本校指定の白無地の半袖開襟シャツ
又はカッターシャツ
【女子の服装Type2】

・ソックスは、白・黒・紺（ワンポイントは可）
・ストッキング・タイツはベージュ・黒の無地
・通学用靴は機能的で華美でないもの
・上履きは、学校指定のスリッパ

・ソックスは、白・黒・紺（ワンポイントは可） ・端正にして、清潔であること
・パーマネント・カール・毛染め・脱色などは禁止
・女子の髪留めは華美でないもの ・女子の髪留めは華美でないもの

つるぎ高校

・防寒服はスポーツ用のものや、通学にふさわし
いもの（ワンポイントは可）
・革ジャンパーやジーンズジャンパー・ハイネック
のセーターの着用及び防寒服を校内で着用する
ことは禁止（特に寒い場合は許可を得て着用）

・防寒服は、スポーツ用のものや、通学にふさわ
しいものとし、（ワンポイントは可）・革ジャンパー
やジーンズジャンパー・ハイネックのセーターの
着用及び防寒服を校内で着用することは禁止と
する。（特に寒い場合は教科担任の許可を得て
着用する。）
・なお、体調の都合でやむを得ない場合は異装
届を提出して許可を得る。

・ストッキングはベージュまたは黒とし、ルーズソック
スは禁止
・靴下は白・黒・紺を基本とし、華美でないもの（ワンポ
イントの服飾や１本のラインは可）
・スポーツシューズか革靴とし、革靴は茶色か黒
・ブーツは使用禁止

・ストッキングはベージュまたは黒とし、ルーズソック
スは禁止する

次の事項を遵守し、本校生徒としての品位を保
つこと
・パーマ・染髪・脱色および整髪料で髪を固める
ことは禁止
・髪留め、ヘアピンは黒、髪を束ねるゴムひもは
黒・紺・茶の無地

頭髪については、次の事項を遵守し、本校生徒
としての品位を保つこと髪形とする。
・パーマ・染髪・脱色および整髪料で髪を固める
こと等は禁止
・髪留止め・ヘアピンは黒・髪を束ねるゴムひも
等は黒・紺・茶の無地色系とする。

池田高校

・防寒具は高校生らしく華美でないもの ・防寒具は高校生らしく華美でないもの ・靴下は白・黒・紺とし無地。入学式や卒業式など式典
の際は黒または紺
・ ストッキングは黒またはベージュ
・ 靴は華美でないもの

（生徒からの要望なし）

・高校生らしさを保ち清潔にする。
・頭髪・爪等は原則として自然な状態を保ち適
切に整える。
・髪留めを使用する場合は華美でないものとす
る。

・高校生らしさを保ち清潔にする。
・頭髪・爪等は原則として自然な状態で清潔にを
保ち適切に整える。
・ 髪型は、ナチュラルヘア（奇抜な髪型、派手な
髪型でないこと）とする。

池田高校
辻校

・防寒具は高校生らしく華美でないもの ・防寒具は高校生らしく華美でないもの ・靴下は白・黒・紺とし無地。入学式や卒業式など式
典の際は黒または紺
・ ストッキングは黒またはベージュ
・ 革靴は黒又は茶色
・運動靴は華美なものは禁止

・靴下は白・黒・紺とし無地のものとする。ただし、入
学式や卒業式など式典の際は黒または紺

・運動靴は華美なものは禁止（削除）

・パーマ、染髪、脱色等は禁止
・髪留めは華美でないもの

（生徒からの要望なし）

池田高校
三好校

・防寒具は高校生らしく華美・高価でないもの ・防寒具は高校生らしく華美・高価でないもの ・靴下は白・黒・紺で無地。入学式や卒業式など式典
の際は黒
・ ストッキングは黒またはベージュ
・靴は高校生らしく華美でないもの

・靴下は白・黒・紺・茶・グレーで無地。入学式や卒業
式など式典の際は黒華美でないもの

・靴は高校生らしく華美でないもの

・パーマ、染髪、脱色等は禁止
・髪留めは華美でないもの

・原則として自然な状態で清潔に保ち、適切に整
える。


